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 計画策定の趣旨  

宍粟市では、平成２７年度に策定した第２次宍粟市総合計画において、まちの将来像である

「人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち」のもと、人口減少対策を最重要課題とし、「住み続

けたい、住んでみたいまち」、「安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち」

を基本目標にまちづくりを進めるとともに、平成２７年度に策定した宍粟市地域創生総合戦略

（以下「第１次戦略」という。）において、豊かな森林資源を活用した「森林から創まる地域創

生」をテーマに定住促進重点戦略に取組んでいるところである。 

こうした状況の中、現行の第２次宍粟市総合計画前期基本計画（以下「前期基本計画」という。）

が平成３２年度に、第１次戦略が平成３１年度に計画期間の満了を迎えるが、平成３３年度から

の５年間の長期的、計画的な視野に立った持続可能なまちづくりの指針となる第２次宍粟市総

合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）及び第２次宍粟市地域創生総合戦略（以

下「第２次戦略」という。）を策定する。 

 なお、後期基本計画及び第２次戦略を別の計画とするのではなく一体的に整理を行い、第２次

宍粟市総合計画内の位置づけとして第２次戦略を策定することとする。 

 

 計画の期間等  

 第２次宍粟市総合計画 

（１）基本構想 

   長期的な視野に立ち、市のめざすべき将来像、まちづくりの基本的な理念などを示したもの。 

  ◇ 計画期間は、平成２８年度（２０１６年度）～３７年度（２０２５年度） 

（２）基本計画 

基本構想に掲げる将来像や理念を実現するため、施策の方向性を示したもの。 

   ◇ 計画期間は、前期基本計画(平成２８年度(２０１６年度)～３２年度(２０２０年度)) 

後期基本計画(平成３３年度(２０２１年度)～３７年度(２０２５年度)) 

（３）実施計画 

   基本計画に示した施策を実現するための具体的な事業を示したもの。 

   ◇ 計画期間は、３ヵ年計画のローリング方式とし、毎年、実績や現状に基づき見直す。 

 宍粟市地域創生総合戦略 

   総合計画との整合を図りつつ、人口減少克服・地域創生の目的を達成するための具体的な目標、

取組を位置づけるもの。 

   ◇ 計画期間は、第１次戦略(平成２７年度(２０１５年度)～平成３１年度(２０１９年度))  

   ◇ 計画期間は、第２次戦略(平成３３年度(２０２１年度)～平成３７年度(２０２５年度)) 

※上記の後期基本計画及び第２次戦略の策定を行う。なお、後期基本計画及び第２次

戦略を別の計画とするのではなく一体的に整理を行い、第２次宍粟市総合計画内の位置

づけとして第２次戦略を策定することとする。第１次戦略と第２次戦略の間の空白期間

（平成３２年度（２０２０年度））については、平成３１年（２０１９年）６月頃に示さ

れる予定である国の指針に基づいて、改定で対応する。 
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計画期間のイメージ図 
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 後期基本計画策定において重視する視点  

 まちづくりのめざす方向を着実に実行するとともに、限られた財源のなかで目標達成に向け

た着実な計画の実現を図るため、選択と集中により、重点的に取組む施策及び成果を明確にし、

次の重視する視点により効率的で実現性のある計画づくりを進める。 

（１）時代潮流に対応した柔軟で戦略的な計画づくり 

施策の優先度、重要度を重視しながら、時代の潮流に合わせ、柔軟に対応することができ

る計画づくりをめざす。 

（２）成果・実効性を重視した計画づくり 

将来像やまちづくりの目標と達成に向けた取組を設定し、それを実現するための実効性の

ある計画づくりをめざす。 

（３）市民参画による協働の計画づくり 

広範な市民の意見や提案が計画づくりに反映できるよう、以下の内容で市民参画の機会等

の設定に努める。 

  ①市民アンケート調査 

現行計画の成果に対する意見を聴取するとともに、各分野における市民ニーズについて把

握し、市のめざすべき将来像や各施策の方向性、また成果指標などを検討するため、市民ア

ンケートを実施する。（18 歳以上の市民から無作為抽出 2,300 人 郵送にて実施） 

  ②中高生アンケート調査 

若年層の意見を把握するため、市内の中学２年生及び高校２年生を対象にアンケートを実

施する。（別途各学校へ依頼し実施） 

  ③市民ワークショップ（※別紙資料参照） 

   市民の声を市政に反映する場として、市民ワークショップを実施する。 

  ④市内各種団体への意見聴取等 

   必要に応じて担当部局を通じ、市内各種団体の意見聴取等を行う。 

  ⑤パブリックコメントの実施 

   計画案が策定された段階で、広く意見を求めるためパブリックコメントを実施する。 

（４）わかりやすい計画づくり 

市がめざす方向性をわかりやすく伝えるとともに、市民生活の視点での施策体系による計

画づくりをめざす。 

（５）メリハリのある計画づくり 

 行政が取組む全ての事業を網羅するだけではなく、森林から創まる地域創生の実現に向

け、特に重点的に取組むべき課題や施策をまとめた計画づくりをめざす。 
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 計画策定の体制  

（１）宍粟市総合計画及び地域創生戦略委員会（仮称）（条例は平成 31 年 3 月議会にて改正予定） 

 宍粟市総合計画及び地域創生戦略委員会条例（仮称）に基づき市長の諮問機関として、公募に

よる市民、各種団体等に属する者、公共的団体等の代表者、学識経験者等で組織し、総合計画及

び地域創生総合戦略について審議、答申を行う。 

（２）議会 

議決機関として、基本計画の議決を行う。市は、議会から様々な観点での意見・提案を受ける

ため、策定段階から、常任委員会等において十分な情報提供を行う。 

（３）部局長等会議（局長・部長等会議） 

市長、副市長、教育長及び部長相当職で組織し、市の意思決定機関として庁内における計画案

の審議、検討を行う。 

（４）策定担当者（次長及び課長） 

現在の計画の検証、分野別の関係団体との各種調整及び新たな計画の起案等を行い部局及び

担当の取りまとめ等を行う。 

【計画策定の体制図】 
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策定担当者（次長・課長） 
【計画の検証・関係団体との調整等】 
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【計画案の審議】 
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 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

（小委員会）
現計画・戦略及び人材確保・定
住促進基金事業の評価

〇 〇 〇

➋

各 種 団 体 と の 調 整 等
（ 担 当 部 局 ）

➊

【その他】
・部局長等会へは計画の進捗等について適宜報告を行う。
・議会へは常任委員会等を通じて計画の進捗等について報告を行う。

第２次宍粟市総合計画後期基本計画及び第２次宍粟市地域創生総合戦略策定スケジュール（H30～H32）

2018年度（平成30年度） 2019年度（平成31年度） 2020年度（平成32年度）

市 議 会

宍 粟 市 総 合 計 画 及 び
地 域 創 生 戦 略 委 員 会
（❶❷については旧戦略委員会）

市 民 ワ ー ク シ ョ ッ プ

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

会
議
・
業
務
等

前 期 基 本 計 画 及 び
第 １ 次 戦 略 の 評 価 ・ 検 証
（ 庁 内 ヒ ア リ ン グ ）

市 民 ア ン ケ ー ト
中 高 生 ア ン ケ ー ト

後期基本計画及び第２次戦略

計 画 冊 子 の 作 成

計 画 概 要 版 の 作 成

調査票検討 実施 報告書作成

計画骨子作成 計画素案作成 計画案作成

印刷・製本デザイン・編集

議案上程予定

シート配布

企画・参加募集 実施

デザイン・編集 印刷・製本

シート作成 ヒアリング

答申

意見の聴取等


